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市長の専決処分事項の指定について 

 

１ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の

事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

⑴ 法律上市の義務に属する１件２００万円以下の損害賠償の額の決定及び和解

に関すること。 

⑵ 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。 

⑶ 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の５

パーセント以内に相当する金額に係る契約の変更をすること。 

⑷ 会計年度末の地方税法等改正に伴う必要な条例の改正をすること。 

⑸ 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。 

⑹ 災害及び突発的な事故により、応急に必要とされる維持補修及び工事に関す

る歳入歳出予算の補正をすること。 

⑺ 感染症の拡大防止等のため、応急に必要とされる対策に関する歳入歳出予算

の補正をすること。 

２ 市長の専決処分事項の指定について（昭和５１年９月２９日議決）及び市長の

専決処分事項の指定について（平成２５年３月２１日議決）は、廃止する。 


